三ツ星サーフＣ．Ｃ　規程

 第１条　名称
     本会は、三ツ星サ－フキャスティングクラブ（略称：三ツ星サ－フＣ.Ｃ）とする。

 第２条　所属
     本会は、全日本サ－フキャスティング連盟及び下部機関である兵庫協会に属する。

 第３条　構成
    １）クラブ員は、三ツ星ベルト株式会の関係者、及び以外の者でクラブ活動の主旨
に賛同しクラブ行事に参加可能な者とする。
　　２）準会員に付いては、元クラブ員で釣行の意思がありクラブ、全日本SCF・兵庫協会のオープン大会に参加をすることを認め、参加可能な大会、行事の案内を連絡する。
 第４条　目的及び事業
    １）クラブ員相互の親睦と交流を図り、釣りのモラル、マナ－、技術向上を
図ると共に健全な心身の高揚を目的とする。
    ２）本会は目的を同じとするクラブ、団体と友好を図り各種行事に参加する。
    ３）本会は、釣りに関する各種会合、大会、文化活動を実施する。
    ４）クラブ表彰の実施。（大物記録更新賞　運用は別途定める。）
        大物対象期間は、毎年１２月１１日～翌年１２月１０日までに釣った魚で
１２月協会理事会までに大物申請を提出したものに限る。
    ５）その他クラブ活動目的を達成するために必要な活動及び行事を実施する。

 第５条　入会・退会・除名
    １）入会
        （１）会員の入会は所定の「入会申込書」に必要事項を記入し、制服代金と
             共に「誓約書」を添えて会長へ申し込む。
             制服とは、ユニフォ－ム（上着、ベスト）夏・冬用、帽子、連盟・兵庫
             協会バッジ、クラブの各ワッペン類を示す。
　　　　　　 クラブ入会・会員登録は毎年１月１日付けで処理する。
   ２）退会
         （１）クラブを退会する者は、所定の「退会届け」に必要事項を記入し、
               会長に提出する。（年１回、１２月３１日付けで受け付け処理とする）
    ３）除名
   （１）クラブ規則に違反、または、釣り人としてのモラルを著しく失った者の
               内、会員メンバ－の３／５以上が退会を求める場合、その決定の月末を
もって除名とする。
         （２）クラブ退会・除名者は、組織活動の混乱を防止するため、連盟・兵庫　
　　　　　　　　協会・三ツ星サ－フＣ.Ｃの各種バッチ、ワッペン類の連盟・協会を表示する物及び、クラブ制服の着用、使用を一切禁止する。
　 　　　（３）新年度クラブ入会登録処理後の退会（死亡含む）に付いては、登録料・年間会費に付いては一切返却しない、未納の場合は全納すること。
 第６条　役員
     １）クラブに下記の役員を置く。
     　    会　長  ：１名      
       　  事務局長：１名  事務局次長、行事担当を置くことが出来る
       　　会　計　：１名
       　　運営委員：若干名           
２）特別役員
       　  顧問、名誉会長等の特別役員を置くことができる。
     ３）役員の選出
     　    会　長　　　　：クラブ員の中から互選の上選出し、総会出席会員の３/５以上
が認めた者とする。
           会長以外の役員：会長が指名した者の内、総会出席のメンバ－の３/５以上
                           の者が認めた者とする。
           特別役員      ：クラブ活動に顕著な功績の有った者を会長が推薦し、運営
                           委員会のメンバ－の３/５以上の者が認めた者とする。
　　　　　 運営委員　　　：会長が任命し総会参加者の１/２以上の承認を得る。
     ４）役員の任期
       　  会長：２年  但し、再選は妨げない。
        　 その他役員：１年　但し、再選は防げない。
     ５）役員の責務
      　   会　長：クラブを代表し、クラブ活動を統括すると共に、クラブ規定範囲内の
責任者とする。併せて兵庫協会役員を兼務する。
クラブ一般会計及び特別会計の会計監査を行う。
    　　  事務局長：会長を補佐し、トーナメント大会の成績表からポイント集計と総会の準備を行う。
      　    会　計：クラブ一般会計、特別会計の予算提案、会計処理・管理・記録、
会計報告を行う。及び、資材担当の備品会計監査を行う。
　　　　 　資材担当：クラブ活動に要する資材、用品調達及び資材在庫品の管理、売上金管理を行う。　　　　      
           運営委員：各種クラブ活動に関わる全般の議題審議に参加する。
         　特別役員：名誉会長は会長を補佐、支援すると共に内外の活動に積極的に
参加し、クラブの目的達成に寄与する。
 第７条　会議
      １）運営委員会は、構成メンバ－の ３／５以上で成立する。
          （１）運営委員会の構成
               会長・事務局長・会計・資材担当・指名運営委員、特別役員で構成する。
          （２）委員会
               運営委員会は、必要に応じて事務局長が召集する。
　　　　　　　 審議、検討、報告事項の内容によってはメールを活用し委員会に代える
ことが出来る。
          （３）議長
               事務局長とする。但し、不在の場合は、会長に委ねる。

          （４）議題
           　  ①連盟・兵庫協会、クラブ各種連絡事項の伝達及び機関誌の配布。
            　 ②各種大会及び行事計画の具体的内容の決定
            　 ③入会、退会・除名に関する協議決定。
            　 ④会則の改廃案の策定
            　 ⑤役員選出案の策定
            　 ⑥クラブ総会議案書の策定
	
     　２）クラブ総会
       　　 総会は、構成メンバ－の３／５以上で成立する。
（1） 総会の構成、役員を含む全クラブ員　及びオブ参加として
準会員も認める。　　　　　　　　　
           　（２）召集は会長が召集する。
           　（３）議長は会長とする。
             （４）総会内容
           　 　 ① 前年度クラブ活動及び会計報告
           　　  ② 新年度役員の決定
           　 　 ③ 新年度クラブ活動計画及び予算の決定
           　　  ④ クラブ規定の会則の改訂決定
           　 　 ⑤ 上部組織職務分担に関する決定（派遣役員の件含む。）
           　  　⑥ その他、クラブに関する運営事項
 第８条　会費
    　 １）クラブ会費
         １）―１ 正会員は年間クラブ新年度第２回総会準備運営委員会新年度会費予算案承認額を毎年新年総会当日までに一括で会計担当へ納金する。
会費の内訳は、連盟会費・協会会費・クラブ運営費・釣り保険費用等。
　　　　　　　　　＊諸般の特別な事情により変更することが有る。
       　　　　　但し、新入クラブ員の連盟、協会会費減免の取扱いはその指示に従う。
         　　 　 会員登録後のクラブ会費はいかなる場合も一切返却しない、未納金は
徴収する。
１）―２ 準会員は、クラブトーナメント大会参加毎１５００円を会計に支払う。　但し、連盟及び協会には登録をしない。（保険は各自で加入する。）
　　
   　　２）特別会計  
        　　  クラブ運営に必要な特別徴収金とすることが有る。
　　　　　　　　特別会計の状況は毎年総会時に会計担当より報告する。　　　　　　　　
 ３）行事参加交通費
　　　　　① 大会行事の参加方法は参加者の自主参加を基本とする。
　② 乗り合いの場合参加交通費は、基本実績費用（有料道路・燃料・駐車代・他実費）を同乗者で割り勘を基本とする。（参考まで）
　           （オーナー含む）全員数で割り勘とする。
同乗者する者は送迎料金1,000円を加算しオーナーへ支払う心遣いをする。
　　　　　③ 近隣・遠方行事等特別な場合は都度事務局より交通費を指示することが有る。

　　　４）会計年度
       　 会計年度は、１月１日から１２月３１日までとし、新年総会に於いて会計報告、新年度予算計画の総会承認を得る。

 第９条　補助金
クラブ活動運営にかかわる各種出費のうち総会で承認した項目に補助金を支給する。
補助金の項目、金額は別途「クラブ補助金一覧」表による。

第10条　クラブトーナメント大会
１）クラブ大会は予め新年総会で計画の承認を得る。
２）具体的大会内容、案内はプロジェクト担当で作成し会長承認後スマホのグループラインいて開示し参加者はラインにて参加の可否を返信する。
（年間行事日程表で参加計画を予め自己都合調整の上参加努力をする事）
３）プロジェクト担当は、エサの注文書を作成しラインにて募集する。まとまれば
エサ光へ注文する。
４）参加手段は自主参加を基本とする、自主調整の上尚、配車が必要な場合は会長へ相談する。
　　　５)「準会員」の参加を認める。
　　　６) プロジェクト担当は、大会成績表の作成と審査及び成績発表等を運営する。
　　　７) 年間行事計画の大会は1名以上の参加でも成立する。
　　　８) 大会はポイント制とし配分は大会成績表に明記する。
　　　９）事務局長は、各大会のポイントの集計を行い１ポイントの金額の策定をする。

第11条　その他
１）正会員が還暦を迎えた場合、翌年の総会時在籍者に限りクラブよりお祝いの記念品を贈呈する。但し、在籍５年以上の者とする。
　　　２）弔慰金は会員本人と配偶者に限り１０,０００円を供える。
      ３）この規程にない事項が生じた場合、運営委員会に於いて都度決定し運用する。

制定・改定　
制定　昭和52年4月20日
改定　平成11年1月22日　平成12年1月28日　平成13年1月26日　平成14年1月25日　
　　　 平成15年1月24日　平成16年1月23日　平成18年1月25日　平成19年1月20日
　　 　平成20年1月19日　平成21年1月24日　平成22年1月23日　平成23年1月22日
　　　 平成24年1月28日　平成25年1月26日　平成27年1月24日　平成28年1月23日
　　　 令和03年1月23日　令和04年1月29日　令和06年1月26日　令和07年1月22日 
　　 　令和08年1月28日
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